
契約社員やパートは 

育児休業の対象者か 

正社員でない人の育児・介護休業 

 育児・介護休業法の改正で従業員１００

人以下の企業にも①短時間勤務制度、②所

定外労働時間の制限、③介護休暇の適用を

受ける事となりましたが、労働期間の定め

られた契約社員やパートタイマー等はこの

対象者となるのでしょうか。この場合は期

間雇用者であっても一定の範囲の人が対象

者となります。 

期間雇用者の育児休業 

 一定の範囲の期間雇用者とは申し出時点

において以下の全ての要件を満たすもので

す。 

①同一の事業主に継続して雇用された期間

が１年以上である事 

②子が１歳に達する日を超えて引き続き雇

用される事が見込まれる事 

③子が１歳に達する日から１年を経過する

日までの間に労働契約期間が満了し、か

つ労働契約の更新がない事が明らかでな

い事 

  

以上の点から見た上でさらに期間雇用の

契約を取っていてもその契約が実質的に期

間の定めのない契約と異ならない状態とな

っている場合には、上記の育児休業の対象

になります。 

適用除外者 

 一方、育児休業の適用とならない者は、 

①日々雇用される労働者 

②一定の労働者について育児休業できない

とする労使協定を結んだ場合 

 この場合の一定の労働者とは次のような

場合を言います。 

ア、同一の事業主に継続して雇用された期

間が１年未満の者 

イ、休業の申し出から１年（１年６ヶ月ま

での休業の場合は６ヶ月以内）に雇用

関係が終了する事が明らかな者 

ウ、週の所定労働時間が２日以下の者 

  

以上のように期間雇用者であると言うだ

けで休業が取得できないわけではありませ

んが、期間更新等が明らかでなく休職中に

雇用期間が切れてしまうような場合は話し

合いで取得の有無を決める事も出来ます。 

以上の事は労働時間の短いパートタイマ

ーでも同様の扱いになります。 
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